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第１章 はじめに 

１ 計画策定の目的 

近年、少子・高齢化の進行や人口減少社会の進展、さらには経済的事情等により、

空家が増加しています。空家が発生し、老朽化すると倒壊の危険、防災や衛生面な

ど周辺環境への多大な悪影響をもたらす恐れがあります。また、今後、高齢者世帯

がさらに増加することと相まって、様々な問題が数多く発生することが懸念されて

います。 

国では空家等が深刻な社会問題となってきたことを受け、平成26年11月に空家等

対策の推進に関する特別措置法（以下、「法」という。）を公布し、平成27年５月に

施行されたところであります。 

法の施行により、国・都道府県・市町村の連携を図り、空家等の対策を総合的か

つ計画的に推進することとなったほか、市町村長は特定空家等に対して必要な措置

をとるように助言や指導、命令等を行うことができることとなりました。 

本市においても、法に基づき、所有者等による空家の適正管理や利活用、空家の

発生防止を推進し、快適な生活環境の確保と活力ある地域づくりにつなげていくた

め、空家等対策計画を策定するものです。 

 

２ 計画の位置づけ 

喜多方市空家等対策計画は、法第６条第１項の規定に基づき定めるものでありま

す。 

本計画の実施にあたっては、喜多方市総合計画を上位計画とし、環境、住生活、

まちづくりの各計画と整合、連携を図りながら取り組みを進めるものとします。 

 

  【計画位置づけのイメージ】 

 

 

 

           上位計画                        根拠 

          

 

 

 

         整合   連携               整合   連携                整合   連携 

 

 

 

喜多方市総合計画 

喜多方市空家等対策計画 

喜多方市 
環境基本計画 

空家等対策の推進に 
関する特別措置法 

喜多方市 
住生活基本計画 

喜多方市 
都市マスタープラン 
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第２章 空家等の現状 

１ 空家等の状況 

⑴ 全国の空家の状況 

空家等の推移をみると、昭和38年の52万戸から一貫して増加を続けており、平

成25年では819万戸となっています。また、総住宅数に占める空家等の割合（空家

率）も、昭和38年の2.5％から一貫して上昇を続けており、平成25年では13.5％と

ほぼ７戸に１戸の割合となっています。 

なお、住宅土地統計調査は、総務省統計局が主管部局であり、調査員が調査対

象となった地区および世帯を巡回のうえ調査票を配布し、独自の調査方法で統計

的な数字を出しており全戸調査ではありません。空家等の場合は、調査員が外観

で判断し、調査項目の一部について調査を行っております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【グラフ１：空家件数および空家率の推移－全国】 

 

 

空家819万戸の内訳をみると、「賃貸用の住宅」が空家全体の52.4％を占め、「売

却用の住宅」が3.8％、別荘などの「二次的住宅」が5.0％、世帯が長期にわたっ

て不在の住宅や取り壊すことになっている住宅などの「その他の住宅」が38.8％

となっています。 
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【グラフ２：空家の類型別割合－全国】 

 

総住宅数と総世帯数の推移を比較してみると、昭和38年までは、総世帯数が総

住宅数を上回っていたが、43年に総住宅数が総世帯数を27万戸上回り、その後も

総住宅数と総世帯数の差は拡大を続け、平成25年には総住宅数（6,063万戸）が総

世帯数（5,246万世帯）を817万戸上回り、１世帯当たり住宅数は20年の1.15戸か

ら1.16戸となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【グラフ３：総住宅数、総世帯数および１世帯あたりの住宅数の推移－全国】 
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⑵ 福島県の空家等の状況 

本県の空家の推移も、平成20年では10万5千戸、総住宅数に占める空家の割合（空

家率）は、13.0％と増加を続けています。平成25年は9万1千戸、空家率は、11.7％

と減少しましたが、これは震災後の借上げ仮設住宅や、被災者による転入と考え

られ、一時的なものと思われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【グラフ４：空家件数および空家率の推移－福島県】 

 

⑶ 本市の空家等の状況 

本市の空家の推移をみると、平成15年が1,840戸、20年が2,390戸、25年では2,970

戸となっています。また、総住宅数に占める空家の割合（空家率）も平成15年の

14.3％から、20年が12.4％、25年では14.9％と７戸に１戸の割合となっています。

※平成10･15年は旧喜多方市、平成20･25年は合併後の喜多方市のデータです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【グラフ５：空家件数および空家率の推移－福島県】 
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本市の空家2,970戸を類型別に見ると、長屋建・共同住宅・その他が810戸と

27.3％を占め、一戸建ては2,160戸の72.7％です。また、一戸建てのうちその他住

宅が1,910戸で64.3％を占めており、かつ、その46.1％が腐朽･破損ありとなって

います。なお、国の調査は、サンプル調査からの結果であることから、実態調査

の結果とは相違が生じています。 

 

２ 空家実態調査 

⑴ 調査の概要 

本市では、空家等の実態を把握するため、平成26年９月から平成27年３月の期

間において、市内全域の空家実態調査を行いました。調査方法は、外観目視によ

り行い、危険度を４段階に分類しました。 

市内の調査対象建物件数は、40,868件であり、うち空家等の件数は1,921件で

4.7％となっています。 

地区ごとにみると空家率の最も高いのが、山都町で8.7％、次いで熱塩加納町

が7.6％となっています。危険ランクの集計では、損傷が激しく危険な、Ｃ・Ｄラ

ンクが空家等件数全体の約３割となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１：空家実態調査結果（店舗、住宅等すべての空家件数） 

 

 

件数 率(%) 件数 率(%) 件数 率(%) 件数 率(%)

喜多方地区 喜多方 460 1.9 143 31.1 168 36.5 110 23.9 39 8.5

松山町 114 0.5 46 40.4 37 32.5 21 18.4 10 8.8

上三宮町 64 0.3 27 42.2 19 29.7 11 17.2 7 10.9

岩月町 85 0.3 20 23.5 33 38.8 21 24.7 11 12.9

関柴町 69 0.3 31 44.9 15 21.7 18 26.1 5 7.2

熊倉町 68 0.3 11 16.2 29 42.6 18 26.5 10 14.7

慶徳町 51 0.2 12 23.5 18 35.3 17 33.3 4 7.8

豊川町 102 0.4 36 35.3 35 34.3 16 15.7 15 14.7

計 1,013 4.1 326 32.2 354 34.9 232 22.9 101 10.0

熱塩加納町 熱塩加納地区 3,142 238 7.6 99 41.6 45 18.9 43 18.1 51 21.4

塩川町 塩川地区 52 0.7 15 28.8 24 46.2 12 23.1 1 1.9

堂島地区 58 0.8 13 22.4 26 44.8 14 24.1 5 8.6

姥堂地区 44 0.6 18 40.9 13 29.5 12 27.3 1 2.3

駒形地区 93 1.3 20 21.5 31 33.3 23 24.7 19 20.4

計 247 3.4 66 26.7 94 38.1 61 24.7 26 10.5

山都町 山都地区 3,577 311 8.7 70 22.5 134 43.1 77 24.8 30 9.6

高郷町 高郷地区 2,347 112 4.8 31 27.7 38 33.9 28 25.0 15 13.4

40,868 1,921 4.7 592 30.8 665 34.6 441 23.0 223 11.6

危険度ランク
空家率
(%)

合計

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ地　　　　区
空家等
件数

調査対象
建物件数

24,462

7,340
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表２：空家実態調査結果（住宅の空家件数） 

 

（危険度のランク分類 ＡＢＣＤ判定） 

Ａ：小規模の修繕により再利用が可能 

Ｂ：管理が行き届いていないが、当面の危険性はない 

Ｃ：いますぐの倒壊、飛散の危険性がないが、損傷がはげしい 

Ｄ：倒壊、飛散の危険があり、緊急度が極めて高い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

件数 率(%) 件数 率(%) 件数 率(%) 件数 率(%)

喜多方地区 喜多方 397 1.6 126 32.0 147 37.0 91 23.0 33 8.0

松山町 99 0.4 41 41.0 31 31.0 19 19.0 8 8.0

上三宮町 29 0.1 17 59.0 8 28.0 2 7.0 2 7.0

岩月町 53 0.2 15 28.0 16 30.0 16 30.0 6 11.0

関柴町 54 0.2 28 52.0 10 19.0 11 20.0 5 9.0

熊倉町 42 0.2 9 21.0 19 45.0 10 24.0 4 10.0

慶徳町 37 0.2 10 27.0 15 41.0 10 27.0 2 5.0

豊川町 79 0.3 26 33.0 30 38.0 11 14.0 12 15.0

計 790 3.2 272 34.0 276 35.0 170 22.0 72 9.0

熱塩加納町 熱塩加納地区 3,142 152 4.8 70 46.0 27 18.0 31 20.0 24 16.0

塩川町 塩川地区 50 0.7 15 30.0 22 44.0 12 24.0 1 2.0

堂島地区 33 0.4 8 24.0 14 42.0 8 24.0 3 9.0

姥堂地区 37 0.5 17 46.0 10 27.0 9 24.0 1 3.0

駒形地区 59 0.8 16 27.0 22 37.0 13 22.0 8 14.0

計 179 2.4 56 31.0 68 38.0 42 23.0 13 7.0

山都町 山都地区 3,577 183 5.1 49 27.0 76 42.0 38 21.0 20 11.0

高郷町 高郷地区 2,347 68 2.9 22 32.0 26 38.0 14 21.0 6 9.0

40,868 1,372 3.4 469 34.0 473 34.0 295 22.0 135 10.0合計

地　　　　区
空家率
(%)

危険度ランク

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
空き家等
件数のうち
住宅の件数

調査対象
建物件数

7,340

24,462
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⑵ 空家等の分布状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１：空家等の分布状況 
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３ 空家アンケート調査 

空家の使われ方や管理の状況、さらには今後の意向等について調査するためア

ンケート調査を行いました。 

空家実態調査で空家等と判明した建物のうち、所有者等の判明した892件にアン

ケートを発送し、452人の方から回答が得られました。 

 

⑴ 所有者等の年齢及び世帯構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 空家の所有者の年齢については、60～69歳が180人(44.8％)と最も多い。30歳未満

についてはいない状況です。 

 

⑵ 空家の使用状況及び維持管理状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 空家を何らかに使用している方は232件、使用していない方は204件であった。使

用していない方の半数以上が維持管理を行っておらず、適正な管理がされていない

恐れがあります。 
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⑶ 空家の使用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 住居以外の用途が最も多く、倉庫や物置しての使用が考えられます。また、週末

や休暇時に使用する方もおり、帰省時に使用することなどが考えられます。（回答対

象232人） 

 

⑷ 空家になったきっかけ（複数回答項目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 相続によるものが最も多く、次に別の住居に移転したものとなっています。別の

住居への移転によるものは、都市部への転居なども考えられます。（無回答225人） 
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⑸ 空家の維持管理を行っていない理由（複数回答項目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 遠方に住んでいて維持管理ができないが最も多く、次に費用の問題、その次に高

齢のためとなっています。今後、管理不十分な空家が増加する恐れがあります。（回

答対象100人） 

 

⑹ 空家になった時期と空家の建築年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 平成に入ってから空家になった建物が増えています。核家族化が進み、実家など

が空家になっているものと思われます。また、空家の多くが旧耐震基準による建物

であることが分かります。（無回答241人） 
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⑺ 空家の改修予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ ほとんどの人が建替えや改修の予定がないとの回答であった。今後、老朽化が進

み管理不全な空家になる可能性があります。（無回答232人） 

 

⑻ 空家利活用の希望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 半数程度の人が利活用したいと考えています。また1/4程度の方は利用する考えが

ないという結果となっています。不明という方も多く、空家に対する関心が低いこ

とが考えられます。（無回答231人） 
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⑼ 「空家を利活用したい人」の利活用希望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 売却したいや賃貸したいなどが多く、自らが利活用する人は少数であり、余剰財産で

あると考えられます。（回答対象52人） 

 

⑽ 「条件次第で空家を利活用したい人」の利活用希望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 財産を手放す意思がない所有者が多いことが考えられます。（回答対象61人） 
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４ これまでの取り組み（※実績はH28年12月現在のものです。） 

本市では、平成27年４月に空家対策基本方針を策定し、空家等の適正管理の啓

発を行うとともに、管理不全な空家等の是正や解体の支援などを行ってきました。 

 

⑴ 空家等の現状調査 

① 空家実態調査の実施 

（平成26年度実施：1,921件の空家を確認） 

② 空家台帳システムの構築 

（平成26年度構築済） 

③ 空家等所有者へのアンケート調査の実施 

（平成27年度実施：892通送付、452通回収） 

 

⑵ 空家等の適正管理の啓発 

① 広報誌、ホームページでの空家の適正管理の呼びかけ 

② 行政区長会等における空家の適正管理の周知 

 

⑶ 管理不全な空家等の対応 

① 是正文書の発送 

（実績：平成27年度６件、平成28年度21件） 

② 特定空家等への助言・指導の実施 

（実績：平成27年度９件、平成28年度12件） 

③ 戸籍等調査の実施 

（調査実績：平成27年度５件、平成28年度13件） 

 

⑷ 空家等に対する支援 

① 老朽危険空家等解体撤去補助金制度の創設 

（活用実績：平成27年度３件、平成28年度７件） 

② 喜多方シルバー人材センターとの空家等の適正な管理の推進に関する協定

の締結（平成28年７月22日締結） 

 

⑸ 空家等の利活用の促進 

① 空き家情報カルテとの空家等情報の連携 

（空き家情報を基に賃貸契約を行った実績：１件） 

② 空き家再生推進事業補助金制度の創設 
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⑹ 空家等の発生抑制 

① 木造住宅耐震改修等事業の活用 

平成19度から実施：実績41件 

② 高齢者にやさしい住まいづくり事業制度の活用 

平成18年度以降の実施：実績146件 

③ 蔵保存奨励補助金制度の活用 

平成元年度から実施：実績112件 

④ 蔵改修促進補助金制度の活用 

平成28年度から実施：実績３件 

 

⑺ 空家等に関する相談等 

① 相談件数：平成27年度52件、平成28年度35件 

主な相談内容：補助金を利用して空家を解体したい。 

       解体業者や不動産業者等を教えてほしい。 

② 苦情件数：平成27年度22件、平成28年度26件 

主な苦情内容：隣接空家の雑草の繁茂、動物等の住み着き、倒壊・部材の飛

散の恐れがある家屋についての対応要請 

   

５ これまでの問題点 

空家等所有者へのアンケート調査やこれまでの取り組みにより、以下のような問

題点が判明しました。 

 

⑴ 所有者等としての意識が低い 

・空家を放置することに対する問題意識や危機意識が低い。 

・相続人としての意識が低い。                  

・遠方に居住などのため所有者や管理者としての意識が低い。 

 

⑵ 所有者等の悩み 

・高齢で維持管理ができない。 

・維持管理費用や改修解体費用を負担できない。 

 

・建物に関する知識がなく、修繕や解体方法などが分からない。 

・賃貸、売買をしたいが、知識がなく分からない。 

・所有者等の死亡により相続問題が発生し、進まない。 

・相続登記が未了のため権利関係が複雑で相続が進まない。 

 

 

啓発の促進 

各種団体等
との連携、
情報発信等
による空家
等の利活用
の促進、補
助等の支援
による除却
の促進 

相談窓口 
の設置 
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第３章 空家対策の基本方針 

１ 基本的方針 

 安全安心な市民生活の確保や地域の防災、衛生、景観等の生活環境の保全を図る

ため、空家等対策を推進し、行政として公益上必要な措置を適切に講ずるよう努め

ます。 

⑴ 空家等の管理は所有者等が行うことを前提とし、所有者等に対する空家等の適

正管理の啓発を図ります。 

⑵ 空家等の発生を抑制すると共に、空家等の利活用を促進し空家等の削減を図り

ます。 

⑶ 空家等の相談窓口を設置し、所有者等の問題解決を支援します。 

 

２ 対象とする区域 

空家実態調査の結果から市内全域に多くの空家が存在することが判明しました。

空家等は人口減少や各家族化の進行により今後も増加が予想され、また、相続者等

の都市部への転出や高齢化等により適切な維持管理が行われていない空家が増加

することが懸念されます。 

このため、市内全域を対象として空家等対策を行うことします。 

 

３ 対象とする空家等の種類 

本計画で対象とする空家等の種類は、法第２条第１項に規定する「空家等」とし

ます。 

 

４ 計画期間 

本計画の計画期間は、喜多方市総合計画と同じ平成28年度から平成37年までの10

年間とします。なお、社会状況の変化や他計画の変更等により、必要に応じて見直

しを行うものとします。 
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第４章 空家等対策の取り組み方針 

１ 所有者等による適正管理の促進 

⑴ 空家等の適正管理について、広報誌やホームページを使用し市民への呼びかを

行い、適正管理の意識向上を図ります。 

⑵ 市外の土地家屋所有者への周知は、固定資産税納税通知書へのチラシ同封によ

り空家等の適正管理について周知を図ります。 

 

２ 空家等の調査 

⑴ 平成26年度に実施した空家実態調査のデータを基に、行政区長や地域の方々な

どとの連携を図り、最新の空家情報の把握に努めます。 

⑵ 特定空家等の可能性のある家屋については、必要に応じ法第９条に規定する立

入調査を行います。 

⑶ 空家等の所有者情報等の調査にあたっては、固定資産税課税情報の利用や、登

記事項証明書により行います。所有者が死亡されている場合は、法定相続人につ

いて調査を行い所有者等の特定に努めます。 

 

３ 空家の発生抑制等 

⑴ 木造住宅耐震改修等事業、蔵保存奨励補助金事業、蔵改修促進補助金事業、

高齢者にやさしい住まいづくり事業などにより、居住している段階からの改修

を支援し、安心して住み続けられる住宅整備を図ります。 

また、危険な状態と判断された空家等については、老朽危険空家等解体撤去

補助金（Ｐ41参照）による除却等の支援を行い、周辺環境の保全を図ります。 

なお、各補助金が効果的に活用されるよう、随時、補助制度の見直しを検討

します。 

⑵ 空家等の譲渡所得3,000万円特別控除の活用を促進し、相続財産の売買等によ

る有効活用を図ります。 

 

４ 空家等の利活用促進 

⑴ インターネットを活用した空家等の情報発信を促進し、移住希望者への空家等

の紹介による転入促進や、空家等への住み替えなど利活用希望者への賃貸、売買

の促進を図ります。 

⑵ 各種リフォーム補助金等のＰＲに努め、リフォームによる空家等の利活用促進

を図ります。 

⑶ 空き家再生推進事業補助金※1活用のＰＲに努め、地域などにおける空家等の利

活用の推進を図ります。 
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⑷ 空家や空家解体後の跡地の利活用にあたっては、将来の都市像や土地利用など

も考慮し検討します。 

 

※1 空き家再生推進事業補助金は、国の社会資本整備総合交付金（空き家再生等推進事業※2）を

活用して、つぎの要件を満たす空家等の除却及び活用を図る補助事業（Ｐ44参照）。 

① 除却事業による空き家の跡地については、計画的に公共・公共施設用地等（例：ポケット

パックなど）の用に10年以上供すること。 

② 活用事業により空き家等を改修した建築物については、地域コミュニティー維持・再生の

用途（例：地区集会所など）に10年以上活用されること。 

※2 空き家住宅等の集積が居環境を阻害し、または地域活性化を阻害している一因となっている

過疎地域等において、居住環境の整備改善及び地域の活性化を支援する制度。 

 

５ 管理不全な空家への対応 

⑴ 改善の働きかけ 

空家の管理は所有者等が行うことが原則です。空家については法に基づき所有

者調査や現地調査等を行います。 

管理が行き届いていない空家については、所有者等に対して自主的な対応を行

うよう改善の働きかけを行います。また、所有者等の事情も考慮した相談等を行

うなど、適正な管理が図られるように努めます。 

⑵ 特定空家等への対応 

① 特定空家等の認定 

改善の働きかけを行っても改善が見られない場合は、「喜多方市特定空家等

判断基準」に基づき、法第２条第２項に規定する特定空家等の認定を行います。 

認定にあたっては喜多方市空家等対策協議会における意見を参考にすること

とします。 

② 助言又は指導 

特定空家等に認定された空家については、法第14条第１項に基づき所有者等

に対して助言又は指導を行います。 

③ 勧告 

助言又は指導を行っても改善が見られない場合は、喜多方市空家等対策協議

会において協議・検討のうえ、法第14条第２項に基づき所有者等に対して必要

な措置を行うよう勧告します。なお、勧告を行った場合においては、固定資産

税等の住宅用地特例の対象から除外されるため、関係部局との連携を図りなが

ら対応します。 

④ 命令 

勧告を受けたものが正当な理由がなくその勧告に係る措置を行わない場合は、

法第14条第３項に基づき勧告に係る措置を行うよう命令を行います。命令にあ

たっては、法第14条第４項に基づき、あらかじめ所有者等に対して意見書等の
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提出を求めるものとします。 

⑤ 代執行 

必要な措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき等においては、法第

14条第９項に基づき代執行が可能となります。しかし、代執行においては、財

産権を制限することから、周辺への悪影響や危険性等の度合いなどについて、

協議会や関係部局における協議・検討を行い代執行の実施について決定します。 

 

 

６ 空家等の相談窓口の設置による問題解決の支援 

⑴ より分かりやすい空家等の相談窓口を設置し、市民や所有者等からの様々な問

題解決の支援を行います。 

  ⑵ 空家等に対する現地相談の実施 

空家等の所有者等から、空家等に対する現地相談も実施します。空家等の外観

や内部などを簡易的に確認し、アドバイスを行います。 
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第５章 空家対策の実施体制 

１ 庁内組織 

情報共有並びに空家等対策を総合的かつ効率的に推進するため、「喜多方市空家

等対策推進委員会」を設置します。 

 

組  織 

委 員 長 建設部長 

委 員 

企画調整課長、財政課長、税務課長、生活防災課長、環境課

長、市民課長、高齢福祉課長、農業振興課長、農山村振興課

長、商工課長、観光交流課長、建設課長、建築住宅課長、熱

塩加納総合支所住民課長、塩川総合支所住民課長、山都総合

支所住民課長、高郷総合支所住民課長 

所掌事務 

⑴ 空家等に関する課題及び情報の共有 

⑵ 空家等の適正管理及び利活用の推進に関する検討 

⑶ 喜多方市空家等対策協議会における協議事項の検討 

⑷ その他必要と認められる事項 

事 務 局 建設部(建築住宅課) 

 

２ 空家等対策協議会 

喜多方市空家等対策協議会条例に基づき、喜多方市空家等対策協議会を設置し、

空家等対策計画の作成及び変更、空家等の対策の実施に関する事項について協議を

行います。 

 

 

組  織 

会  長 市長 

委  員 

(12名以内) 

⑴ 法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験を

有する者 

⑵ 市議会の議員 

⑶ 関係行政機関の職員 

⑷ その他市長が適当と認める者 

所掌事務 
⑴ 空家等対策計画の作成及び変更 

⑵ 実施に関する協議 

事 務 局 建設部（建築住宅課） 
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３ 相談体制 

空家等に関する相談窓口を建設部建築住宅課に設置します。空家等に関する相談

は修繕や解体、草木等の繁茂のほか、売買、相続問題など多岐にわたることが想定

されます。このため、相談の対応は庁内の関係部局が連携して行うほか、司法書士

や建築士、宅地建物取引士などとの連携を図り問題解決に努めます。 

また、喜多方シルバー人材センターや建築業界等との連携を図り、空家等の維持

管理に困っている方々への相談体制の拡充に努めます。 
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４ 空家対策フローチャート 
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資  料  編 
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空家等対策の推進に関する特別措置法 

（平成二十六年十一月二十七日法律第百二十七号） 

 

（目的） 

第一条 この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地

域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体

又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用

を促進するため、空家等に関する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村（特

別区を含む。第十条第二項を除き、以下同じ。）による空家等対策計画の作成その

他の空家等に関する施策を推進するために必要な事項を定めることにより、空家等

に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興

に寄与することを目的とする。 

 

（定義） 

第二条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であっ

て居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木そ

の他の土地に定着する物を含む。）をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、

又は管理するものを除く。 

２ この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上

危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切

な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の

生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められ

る空家等をいう。 

 

（空家等の所有者等の責務） 

第三条 空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は、周辺の生活環

境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。 

 

（市町村の責務） 

第四条 市町村は、第六条第一項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく

空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよ

う努めるものとする。 

 

（基本指針）  

第五条 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実

施するための基本的な指針（以下「基本指針」という。）を定めるものとする。 

２ 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 

二 次条第一項に規定する空家等対策計画に関する事項 

三 その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項 

３ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとすると

きは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。 

４ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅

滞なく、これを公表しなければならない。 
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（空家等対策計画） 

第六条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施する

ため、基本指針に即して、空家等に関する対策についての計画（以下「空家等対策

計画」という。）を定めることができる。 

２ 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の

空家等に関する対策に関する基本的な方針 

二 計画期間 

三 空家等の調査に関する事項 

四 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

五 空家等及び除却した空家等に係る跡地（以下「空家等の跡地」という。）の活

用の促進に関する事項 

六 特定空家等に対する措置（第十四条第一項の規定による助言若しくは指導、同

条第二項の規定による勧告、同条第三項の規定による命令又は同条第九項若しく

は第十項の規定による代執行をいう。以下同じ。）その他の特定空家等への対処

に関する事項 

七 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 

八 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

九 その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

３ 市町村は、空家等対策計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これ

を公表しなければならない。 

４ 市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関

し、情報の提供、技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。 

 

（協議会）  

第七条 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うた

めの協議会（以下この条において「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会は、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）のほか、地域住民、市

町村の議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他

の市町村長が必要と認める者をもって構成する。  

３ 前二項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

 

（都道府県による援助）  

第八条 都道府県知事は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他空家等に

関しこの法律に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する情報の提

供及び技術的な助言、市町村相互間の連絡調整その他必要な援助を行うよう努めな

ければならない。 

 

（立入調査等）  

第九条 市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有

者等を把握するための調査その他空家等に関しこの法律の施行のために必要な調

査を行うことができる。 

２ 市町村長は、第十四条第一項から第三項までの規定の施行に必要な限度において、

当該職員又はその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせ

ることができる。 
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３ 市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められ

る場所に立ち入らせようとするときは、その五日前までに、当該空家等の所有者等

にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが

困難であるときは、この限りでない。 

４ 第二項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分

を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければなら

ない。 

５ 第二項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈

してはならない。 

 

（空家等の所有者等に関する情報の利用等） 

第十条 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有す

る情報であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この法律

の施行のために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以

外の目的のために内部で利用することができる。 

２ 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされている

もののうち特別区の存する区域においては都が処理するものとされているものの

ために利用する目的で都が保有する情報であって、特別区の区域内にある空家等の

所有者等に関するものについて、当該特別区の区長から提供を求められたときは、

この法律の施行のために必要な限度において、速やかに当該情報の提供を行うもの

とする。 

３ 前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があるとき

は、関係する地方公共団体の長その他の者に対して、空家等の所有者等の把握に関

し必要な情報の提供を求めることができる。 

 

（空家等に関するデータベースの整備等） 

第十一条 市町村は、空家等（建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、

又は賃貸するために所有し、又は管理するもの（周辺の生活環境に悪影響を及ぼさ

ないよう適切に管理されているものに限る。）を除く。以下第十三条までにおいて

同じ。）に関するデータベースの整備その他空家等に関する正確な情報を把握する

ために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

（所有者等による空家等の適切な管理の促進） 

第十二条 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの

者に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。  

 

（空家等及び空家等の跡地の活用等） 

第十三条 市町村は、空家等及び空家等の跡地（土地を販売し、又は賃貸する事業を

行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。）に関す

る情報の提供その他これらの活用のために必要な対策を講ずるよう努めるものと

する。 

 

（特定空家等に対する措置） 

第十四条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、

修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置（そのま

ま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上
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有害となるおそれのある状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。

次項において同じ。）をとるよう助言又は指導をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定

空家等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、

相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全

を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。 

３ 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に

係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に

対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることがで

きる。 

４ 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措

置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書

の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者

又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければな

らない。 

５ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から五日以内に、市町村

長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求すること

ができる。 

６ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第三

項の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴

取を行わなければならない。 

７ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第三項の規定

によって命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の三日前ま

でに、前項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。 

８ 第六項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有

利な証拠を提出することができる。 

９ 市町村長は、第三項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を

命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行し

ても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法（昭和二十三年

法律第四十三号）の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第

三者をしてこれをさせることができる。 

10 第三項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてそ

の措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき（過失がなくて第一項の

助言若しくは指導又は第二項の勧告が行われるべき者を確知することができない

ため第三項に定める手続により命令を行うことができないときを含む。）は、市町

村長は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは

委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、

その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、市町村長又

はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告し

なければならない。 

11 市町村長は、第三項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他

国土交通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 

12 前項の標識は、第三項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができ

る。この場合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、

又は妨げてはならない。 
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13 第三項の規定による命令については、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第

三章（第十二条及び第十四条を除く。）の規定は、適用しない。 

14 国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実施

を図るために必要な指針を定めることができる。 

15 前各項に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事項は、国土

交通省令・総務省令で定める。 

 

（財政上の措置及び税制上の措置等） 

第十五条 国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する

対策の適切かつ円滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要する費用

に対する補助、地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものと

する。 

２ 国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空家等対策計画

に基づく空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の

措置その他の措置を講ずるものとする。 

 

（過料） 

第十六条 第十四条第三項の規定による市町村長の命令に違反した者は、五十万円以

下の過料に処する。 

２ 第九条第二項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、二十万円

以下の過料に処する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、第九条第二項から第五項まで、第十四条及び第十六条の

規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から

施行する。 

（検討） 

２ 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況

を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その

結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。  
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喜多方市空家等対策協議会条例 

（平成28年３月15日条例第23号） 

 

（設置） 

第１条 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年法律第127号）第７条第１

項の規定に基づき、喜多方市空家等対策協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

 

（組織） 

第２条 協議会は、市長のほか、委員12人以内をもって組織する。 

 

（委員） 

第３条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

⑴ 法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験を有する者 

⑵ 市議会の議員 

⑶ 関係行政機関の職員 

⑷ その他市長が適当と認める者 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

３ 委員は、再任されることができる。 

４ 第１項第２号及び第３号に掲げる者のうちから委嘱された委員は、これらの者で

なくなったときは、その職を失うものとする。 

 

（会長） 

第４条 協議会に、会長を置く。 

２ 会長は、市長をもって充てる。 

３ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

４ 会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその

職務を代理する。 

 

（会議） 

第５条 協議会の会議は、会長が招集する。 

２ 会長は、協議会の会議の議長となる。 

３ 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

４ 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見

を聴くことができる。 

５ 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

 

（庶務） 

第６条 協議会の庶務は、建設部において処理する。 

 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協

議会に諮って定める。 
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附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成28年４月１日から施行する。 
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喜多方市空家等対策推進委員会設置要綱 
 

（設置） 

第１条 適正に管理されていない空家等が防災、衛生、景観等の生活環境に深刻な影

響を及ぼしていることに鑑み、庁内での情報共有を図るとともに、空家等の適正管

理や利活用など空家対策を円滑かつ適切に推進するため、喜多方市空家等対策推進

委員会(以下「対策推進委員会」という。)を設置する。 

 

 (所掌事務) 

第２条 対策推進委員会は、次に掲げる事務を所掌する。 

(1) 空家等に関する課題及び情報の共有 

(2) 空家等の適正管理及び活用の推進に関する検討 

(3) 喜多方市空家等対策協議会における協議事項の検討 

(4) その他必要と認められる事項 

 

(組織) 

第３条 対策推進委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長は、建設部長をもって充てる。 

３ 副委員長は、建築住宅課長をもって充てる。 

４ 委員には、企画調整課長、財政課長、税務課長、生活防災課長、環境課長、市民

課長、高齢福祉課長、農業振興課長、農山村振興課長、商工課長、観光交流課長、

建設課長、熱塩加納総合支所住民課長、塩川総合支所住民課長、山都総合支所住民

課長、高郷総合支所住民課長をもって充てる。 

５ 前項に掲げる者のほか、必要に応じて、関係職員を臨時の委員に充てることがで

きる。 
 

(委員長の職務) 

第４条 委員長は、対策推進委員会を代表し、対策推進委員会を総理する。 

２ 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。 

 

(会議) 

第５条 委員長は、対策推進委員会を招集し、会議の議長となる。 

２ 委員長は、委員が会議を欠席する場合には、当該委員の代理者の出席を求めるこ

とができる。 
 

(庶務) 

第６条 対策推進委員会の庶務は、建設部建築住宅課において処理する。 
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(その他) 

第７条 この要綱に定めるもののほか、対策推進委員会の運営等に関し必要な事項は、

委員長が別に定める。 

 

  附 則 

この要綱は、平成 28年 12月 12日から施行する。 
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特定空家等の判定について 

特定空家等の判定は、「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指

針（ガイドライン）（国土交通省）における「特定空家等」の判断の参考となる基準を参考に、

喜多方市特定空家等（老朽危険空き家）の判定基準表により行うものとします。 
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「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針（ガイドライン）抜粋 
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喜多方市老朽危険空き家等解体撤去補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、喜多方市空き家対策基本方針（以下「基本方針」）の規定に基

づき、危険な空き家等の所有者等が、自ら当該空き家等の解体および撤去を実施す

る場合に、その費用の一部を補助するため喜多方市老朽危険空き家等解体撤去補助

金（以下「補助金」という。）の交付に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、基本方針の例による。 

（補助対象空き家等） 

第３条 この要綱の対象となる空き家等（以下「補助対象空き家等」という。）は、

次の各号のいずれにも該当するものとする。 

⑴ 空き家実態調査等の結果により、市長が危険な空き家と判断し、市から指導、

勧告又は命令の対象となったもの 

⑵ 市内に存し、１年以上使用されていないもの 

⑶ 個人が所有するもの 

（補助対象者） 

第４条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。） 

は、空き家実態調査等の結果により、市長が危険な空き家と判断し、市からの指導、

勧告又は命令に従って補助対象空き家等の解体および撤去のための工事（以下「解

体撤去工事」という。）を実施するものであって、次の各号のいずれかに該当する

ものとする。 

⑴ 登記事項証明書（未登記の場合は固定資産税家屋台帳又は固定資産税納税通知

書）に記載されている者 

⑵ 前号に規定する者の相続人 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、空き家等を管理するに相当すると市長が認める者 

２ 補助対象者は、次の各号の全ての要件を満たすものとする。 

⑴ 市税を滞納していないこと。 

⑵ 抵当権を設定している場合は、抵当権設定者からの同意を得ていること。 

⑶ 補助金の交付を受けた日から１年以内に当該土地を譲渡又は譲与しないこと。 

（補助対象工事） 

第５条 補助金の交付対象となる工事（以下「補助対象工事」という。）は、 

次の各号のいずれにも該当するものとする。 

⑴ 補助対象空き家等の全部を解体撤去する工事 

⑵ 原則、解体撤去を行う資格のある市内の業者が施工する工事 

⑶ 補助対象者が施工者と工事請負契約を締結している解体撤去工事 

⑷ 他の補助制度により補助金の交付を受けない解体撤去工事 

⑸ 補助金の交付の決定後に着手し、交付申請をした日の属する年度の３月３１日

までに完了することができる解体撤去工事 
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（補助対象経費） 

第６条 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、 

次の各号のいずれかに該当するものとする。 

⑴ 解体撤去工事の工事費 

⑵ 解体撤去工事により生じた廃材等の収集運搬費および処分費 

⑶ 周囲への安全を確保する上で、解体撤去工事および廃材等の処分に付随して行

うことが適当であると認められる工事等に係る経費 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、解体撤去工事等に係る諸経費 

（補助金の額） 

第７条 補助金の額は、補助対象経費（消費税及び地方消費税を除く。）に相当する

額に３分の１を乗じて得た額（1,000円未満の端数を切り捨てた額）とし、５０万

円を限度とする。 

（交付申請） 

第８条 交付申請をしようとする補助対象者（以下「補助申請者」という。）は、補

助対象工事の実施前に喜多方市老朽危険空き家等解体撤去補助金申請書（様式第１

号）に次に掲げる関係書類を添付し、市長に提出しなければならない。 

⑴ 位置図 

⑵ 現況写真 

⑶ 工程表 

⑷ 工事見積書 

⑸ 市税に係る滞納がないことの証明書 

⑹ 譲渡等に関する誓約書（様式第２号） 

⑺ 紛争等に関する誓約書（様式第３号） 

⑻ 前各号に掲げるほか、市長が必要と認める書類 

（交付決定） 

第９条 市長は、交付申請が到達したときは、その内容を審査し、交付の可否を喜多

方市老朽危険空き家等解体撤去補助金交付決定（却下）通知書（様式第４号）によ

り補助申請者に通知するものとする。 

（申請内容の変更） 

第10条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）が、交付申

請の内容を変更しようとするときは、喜多方市老朽危険空き家等解体補助金変更承

認申請書（様式第５号）を市長に提出し承認を受けなければならない。 

（変更交付決定） 

第11条 市長は、前条の申請があった場合において、その内容を審査し、変更交付の

可否を喜多方市老朽危険空き家等解体撤去補助金変更交付決定通知書（様式第６

号）により補助申請者に通知するものとする。 

（中止の承認） 

第12条 補助事業者は、やむを得ない理由により補助対象工事を中止しようとすると

きは、速やかに喜多方市老朽危険空き家等解体撤去補助金中止承認申請書（様式第
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６号）を提出し、市長の承認を得なければならない。 

２ 市長は、前項の補助金中止承認申請書の提出を受け、これを承認した場合は、補

助金の交付を取り消すものとする。 

（実績報告書） 

第13条 補助事業者は、補助対象工事が完了したときは、事業完了の日から１４日を

経過した日、又は補助金等の交付の決定のあった日の属する年度の３月３１日のい

ずれか早い日までに喜多方市老朽危険空き家等解体撤去補助金報告書（様式第７

号）に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。 

⑴ 工事請負契約書の写し 

⑵ 領収書の写し 

⑶ 解体撤去工事完了後の写真 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（交付額の確定等） 

第14条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、速やかにその内容を審

査のうえ、交付すべき補助金の額を確定し、喜多方市老朽危険空き家等解体撤去補

助金交付額確定通知書（様式第８号）により補助事業者に通知するものとする。 

（交付請求） 

第15条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、喜多方市老朽危

険空き家等解体撤去補助金交付請求書（様式第９号）に市長が必要と認める書類を

添えて、市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該請求があった日から30日以

内に補助金を交付するものとする。 

（交付決定の取消し等） 

第16条 市長は、虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は

補助金の交付を受けた者に対し、その決定を取り消し、又は補助金の返還を命ずる

ものとする。 

（調査等） 

第17条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に必要な事項について、報

告させ、又は帳簿書類その他の物件を調査させることができる。 

（委任） 

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附則 

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。 
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喜多方市空き家再生推進事業補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、喜多方市空き家対策基本方針（以下「基本方針」という。）に

基づき、安全安心なまちづくり及び居住環境の改善を図るため、空き家住宅等の再

生又は解体撤去しようとする行政区及び市内で活動する団体に対し、当該再生又は

解体撤去に要する経費の一部を補助するため喜多方市空き家再生推進事業補助金

（以下「補助金」という。）の交付に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

⑴ 空き家等 基本方針に定める空き家等をいう。 

⑵ 行政区 喜多方市行政区長設置規則（平成18年１月４日規則７号）第１条第２

項に規定する地区の区分及び名称をいう。 

⑶ 市内で活動する団体 次の要件をすべてみたすものをいう。 

ア 市内に主な活動拠点を有し、５人以上で構成され、そのうち半数以上が市内

に在住していること。 

イ 定款、規約、会則等の定めによりその活動が行われていること。 

ウ 政治活動、宗教活動及び営利を目的としない団体であること。 

（補助対象空き家等） 

第３条 この要綱の対象となる空き家等（以下「補助対象空き家等」という。）は、

現に使用されておらず、かつ、今後も従来の用途に供される見込みのないものをい

う。ただし、賃貸を目的とするものを除く。 

（補助対象者） 

第４条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。） 

は、第１条の趣旨に基づき、空き家等の再生又は解体撤去を実施するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、公益に害を及ぼすおそれのある活動を行うものについ

ては、補助対象者としない。 

（補助金交付の条件） 

第５条 前条に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を、補助金の交付の条件と

する。 

⑴ 行政区及び市内で活動する団体が主体となり、法令等を遵守して行う事業とす

る。 

⑵ 本事業に係る所有者等及び権利者の承諾等は行政区及び市内で活動する団体

が責任をもって得るものとする。 

⑶ 本事業による空き家の跡地については、計画的に公共・公共施設用地等の用に

10年以上供すること。 

⑷ 本事業により空き家等を改修した建築物については、地域コミュニティー維

持・再生の用途に10年以上活用されること。 
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⑸ 過去に本制度により補助金を受けた物がないこと。 

⑹ その他市長が特に定める事項 

（補助対象工事） 

第６条 補助金の交付対象となる工事（以下「補助対象工事」という。）は、次の各

号のいずれにも該当するものとする。 

⑴ 空き家等の解体撤去 

ア 補助対象空き家等の全部を解体撤去する工事 

イ 原則、解体撤去を行う資格のある市内の業者が施工する工事 

ウ 補助対象者が施工者と工事請負契約を締結している解体撤去工事 

エ 他の補助制度により補助金の交付を受けない解体撤去工事 

オ 補助金の交付の決定後に着手し、交付申請をした日の属する年度の３月３１

日までに完了することができる解体撤去工事 

⑵ 空き建築物の活用 

ア 原則、改修の実績がある市内の業者が施工する工事 

イ 補助対象者が施工者と工事請負契約を締結している改修工事 

ウ 他の補助制度により補助金の交付を受けない改修工事 

エ 補助金の交付の決定後に着手し、交付申請をした日の属する年度の３月３１

日までに完了することができる改修工事 

（補助対象経費） 

第７条 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、次の各

号のいずれかに該当するものとする。 

⑴ 空き家等の解体撤去 

ア 解体撤去工事の工事費 

イ 解体撤去工事により生じた廃材等の収集運搬費および処分費 

ウ 周囲への安全を確保する上で、解体撤去工事および廃材等の処分に付随して

行うことが適当であると認められる工事等に係る経費 

エ 前３号に掲げるもののほか、解体撤去工事等に係る諸経費 

⑵ 空き家建築物の活用 

ア 改修工事の工事費 

イ 改修工事により生じた廃材等の収集運搬費および処分費 

ウ 周囲への安全を確保する上で、改修工事および廃材等の処分に付随して行う

ことが適当であると認められる工事等に係る経費 

エ 前３号に掲げるもののほか、改修工事等に係る諸経費（ただし、設計費用は

除く） 

（補助金の額） 

第８条 補助金の額は、別表のとおりとする。 

（交付申請） 

第９条 交付申請をしようとする補助対象者（以下「補助申請者」という。）は、補

助対象工事の実施前に喜多方市空き家再生推進事業補助金申請書（様式第 １号）
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に次に掲げる関係書類を添付し、市長に提出しなければならない。 

⑴ 収支予算書 

⑵ 事業計画書 

⑶ 位置図 

⑷ 現況写真 

⑸ 工事見積書 

⑹ 所有者等及び権利者の承諾書（様式第２号） 

⑺ 所有者等及び権利者の承諾書（様式第３号） 

⑻ 紛争等に関する誓約書（様式第４号） 

⑼ 前各号に掲げるほか、市長が必要と認める書類 

（交付決定） 

第10条 市長は、交付申請が到達したときは、その内容を審査し、交付の可否を喜多

方市空き家再生推進事業補助金交付決定（却下）通知書（様式第５号）により補助

申請者に通知するものとする。 

（申請内容の変更） 

第11条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）が、交付申

請の内容を変更しようとするときは、喜多方市空き家再生推進事業補助金変更承認

申請書（様式第６号）を市長に提出し承認を受けなければならない。 

（変更交付決定） 

第12条 市長は、前条の申請があった場合において、その内容を審査し、変更交付の

可否を喜多方市空き家再生推進事業補助金変更交付決定通知書（様式第７号）によ

り補助申請者に通知するものとする。 

（中止の承認） 

第13条 補助事業者は、やむお得ない理由により補助対象工事を中止しようとすると

きは、速やかに喜多方市空き家再生推進事業補助金中止承認申請書（様式第８号）

を提出し、市長の承認を得なければならない。 

２ 市長は、前項の補助金中止承認申請書の提出を受け、これを承認した場合は、補

助金の交付を取り消すものとする。 

（実績報告書） 

第14条 補助事業者は、補助対象工事が完了したときは、事業完了の日から１４日を

経過した日、又は補助金等の交付の決定のあった日の属する年度の３月３１日のい

ずれか早い日までに喜多方市空き家再生推進事業補助金実績報告書（様式第９号）

に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。 

⑴ 工事請負契約書の写し 

⑵ 収支決算書 

⑶ 領収書の写し 

⑷ 工事完了後の写真 

⑸ 前４号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 
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（交付額の確定等） 

第15条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、速やかにその内容を審

査のうえ、交付すべき補助金の額を確定し、喜多方市空き家再生推進事業補助金交

付額確定通知書（様式第10号）により補助事業者に通知するものとする。 

（交付請求） 

第16条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、喜多方市空き家

再生推進事業補助金交付請求書（様式第11号）に市長が必要と認める書類を添えて、

市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該請求があった日から30日以

内に補助金を交付するものとする。 

（交付決定の取消し等） 

第17条 市長は、虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は

補助金の交付を受けた者に対し、その決定を取り消し、又は補助金の返還を命ずる

ものとする。 

（調査等） 

第18条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に必要な事項について、報

告させ、又は帳簿書類その他の物件を調査させることができる。 

（委任） 

第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附則 

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。 

 

 

別表 

 補助金額 

空き家等の解体撤去 空き建築物の活用 

行政区 
事業費の10分の９以内 

上限150万円 

事業費の10分の９以内 

上限150万円 

市内で活動 

する団体 

事業費の５分の４以内 

上限150万円 

事業費の３分の２以内 

上限150万円 
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喜多方市空家等対策計画 

 

喜多方市建設部建築住宅 

 

平成 29年 月 日 

 


